
建築確認検査業務 フラット35 住宅性能表示制度 住宅瑕疵担保責任保険

建築確認申請
設計検査申請

※1
設計住宅性能評価申請

↓

確認済証交付 設計検査通知書交付 設計住宅性能評価交付

建設住宅性能評価申請
保険契約申し込み

（確認申請との図面共有可）

①
検査対象工程完了通知申請

配筋検査
※2

検査報告書交付

中間検査申請（長崎市のみ）
※3

中間現場検査申請
※4

②
検査対象工程完了通知申請

屋根工事完了時検査
※2

中間検査合格証交付
中間現場検査に関する通知書

交付
検査報告書交付

③
下地張り直前の工事完了検査

検査報告書交付

完了検査申請
竣工現場検査申請・適合証明書

申請
④

検査対象工程完了通知申請

検査済証交付
竣工現場検査に関する通知書・

適合証明書交付
建設住宅性能証明書交付 保険証券発行申請

保険証券発行

【備考】

※1

※2

※3

※4

工 事 着 工

ワンス トップサービスの概要 （手続きの流れ ）

一般財団法人長崎県住宅・建築総合センター

1.設計から入居までの主な流れ（一般的な木造住宅の一例です。異なるケースもあります。）

実 施 設 計

工 事 請 負 契 約 締 結

当機関の設計住宅性能評価（一定の等級を満たすものに限ります。）や長期使用構造等確認をご利用いただくことで省略が可能です。

建設評価取得で省略が可能です。

長崎市内の木造住宅軸組工法は中間検査が適用されますが、住宅瑕疵担保保険または建設住宅性能評価を受ける場合は免除されます。

同時検査が可能です。また、当機関の確認中間検査、又はまもりすまい保険の第２回検査を実施する場合は省略が可能です。

屋 根 工 事 完 了

竣 工

引 渡 し （ 保 険 期 間 の 開 始 ）

入 居

一部の検査の省略が可能です

一部の検査の省略が可能です

同時検査又は一部の検査の省略が可能です

同時検査が可能です
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